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介護老人保健施設重要事項説明書 

＜令和７年 ５月 ７日現在＞ 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 医療法人 新正会 

代 表 者 名 理事 長  間 柴 正 二 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所）埼玉県飯能市緑町３３番地４ 

（電話）０４２－９８３－１６６０ 

（F A X）０４２－９８３－１６７０ 

 

２ 事業所（ご利用施設）の概要 

施 設 の 名 称 ふじみ野介護老人保健施設 ベテラン館 

所在地・連絡先 

（住所）埼玉県ふじみ野市亀久保１８３３番地５ 

（電話）０４９－２７８－７１１０ 

（F A X）０４９－２７８－７１１６ 

事 業 所 番 号 １１５３０８００５４ 

代 表 者 名 濱松 晶彦 

 

３ 施設の目的及び運営方針 

 （１）施設の目的 

    介護老人保健施設は、看護・医学的管理の下での介護や機能訓練とその

他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供す

ることで、利用者のその有する能力に応じた日常生活を営むことができる

ようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援する

こと。また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、

短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、

在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

    この目的に沿って、当施設では以下のような運営の方針を定めています

ので、ご理解いただいた上でご利用下さい。 

 

 （２）運営方針 

①この施設を利用するすべての高齢者の心身の活性化と自立の支援 

   ②高齢者の心を癒す手厚い介護と看護 

   ③認知症の特性を重視した介護と看護 

   ④自立心の高揚と生活復帰を目指したリハビリテーション 

   ⑤家庭的な療養環境の保持 



   ⑥在宅サービスの積極的な支援 

   ⑦退所者及びその家族との継続的な交流とサービスの提供 

   ⑧地域交流センターとしての施設づくり 

   ⑨行政・他施設・居宅介護支援事業所との広範な連携 

 

４ 施設の概要 

（１）構造等 

敷 地 ４０３１．８４㎡ 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート造 

延べ床面積 ２９１４．３７㎡ 

利 用 定 員 ９２名 

 

（２）療養室 

療養室の種類 室 数 
面積 

（一人あたりの面積） 
備 考 

１人 部 屋 １２ 15.00㎡～16.97㎡ 
ナースコール・ベット･

洗面所・収納を設置 

４人 部 屋 ２０ 
32.39㎡～32.84㎡ 

（8.09㎡）～（8.21㎡） 

ナースコール・ベット･

洗面所・収納を設置 

 

（３）主な設備 

設 備 室 数 
面積 

（一人あたりの面積） 
備 考 

食堂 ２ 
１９３．６８㎡ 

（2.10㎡） 
 

機能訓練室 １ 
９２．６１㎡ 

（1.00㎡） 
 

一般浴室 ２ ８．００㎡  

機械浴室・個浴・一般浴 １ ４７．８４㎡  

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ・談話室 ２ ４４．２８㎡  

診療室 １ １４．１４㎡  

トイレ ２７ ６３．８８㎡ ブザー、常夜灯を設置 

 

 

５ 施設の職員体制（入所・短期入所・介護予防短期入所） 

従業者の職種 従業者の員数 職 務 の 内 容 

管理者 
１人以上 

（医師と兼務） 

介護老人保健施設に携わる従業者の管

理・指導を行う。 



医 師 
１人以上 

（管理者、通所と兼務） 

利用者の病状及び心身の状況に応じて、日

常的な医学的対応を行う 

薬剤師 
１人以上 

（常勤換算 0.3人） 
調剤・医薬品管理及び服薬指導を行う。 

看護職員 ９人以上 

医師の指示に基づき服薬・検温・血圧測定

等の医療行為を行なうほか、利用者の施設

サービス計画・短期入所療養介護計画・介

護予防短期入所療養介護計画に基づく看

護を行う。 

介護職員 ２２人以上 

利用者の施設サービス計画短期入所療養

介護計画・介護予防短期入所療養介護計画

に基づく介護を行う。 

支援相談員 １人以上 

利用者及び家族からの相談に適切に応じ

るとともに、市町村・他事業所との連携を

はかるほか、ボランティアの指導を行う。 

理学療法士 

作業療法士 
１人以上 

入所サービス利用者・短期入所療養介護利

用者及び介護予防短期入所療養介護利用

者のリハビリテーションプログラムを作

成し、機能訓練の実施及び指導を行う。 

管理栄養士 
１人以上 

（通所と兼務） 

献立の作成・栄養指導・嗜好調査及び残食

調査等利用者の食事管理を行う。 

介護支援専門員 １人以上 

利用者の心身の状況及びその有する能

力・置かれている環境等に基づき可能な限

り自立した日常生活を営むことができる

よう施設サービス計画の作成を行う。 

事務員等 

その他の従業者 
１人以上 施設運営・管理に係る事務処理等を行う。 

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

施設長 

（医師） 

常勤で勤務 

（ 週３２時間勤務 ） 
 

医 師 上記に準ずる  



薬剤師 
週２日 

非常勤で勤務 

 

看護職員 

介護職員 

正規の勤務時間帯 

（ ７：００～１６：００） 

 （ ８：３０～１７：３０） 

 （１０：００～１９：００） 

 （１６：３０～ ９：００） 

常勤・非常勤で勤務 

年間１１３日 

支援相談員 

正規の勤務時間帯 

（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 

年間１１３日 

理学療法士 

作業療法士 

正規の勤務時間帯 

（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 

年間１１３日 

管理栄養士 

正規の勤務時間帯 

 （ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 

年間１１３日 

介護支援 

専門員 

正規の勤務時間帯 

（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 

年間１１３日 

事務員等 

正規の勤務時間帯 

（ ８：３０～１７：３０） 

常勤で勤務 

年間１１３日 

 

７ 施設サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス 

 

ア サービス内容 

種   類 内     容 

食  事 

（食事時間） 

朝食  ７：３０～ 

昼食 １２：００～ 

夕食 １７：３０～ 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状

況に配慮した食事を提供します 

医療・看護 

医師により診察を行います。 

ただし、当施設では行えない処置（透析等）や手術、その

他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機

関での治療となります。 

機 能 訓 練 
理学療法士・作業療法士等により利用者の状況に適した機

能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 



入    浴 
週２回の入浴又は清拭を行います。 

 寝たきり等で座位のとれない方の入浴も可能です。 

排    泄 
 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄

の自立についても適切な援助を行います。 

離床､着替え､整容等 

 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

 生活のリズムを考え、着替えを行うよう配慮します。 

 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援

助をします。 

 シーツ交換は週１回実施します。 

レクリエーション等 
当施設では、次のような娯楽設備を整えております。 

将棋・カラオケセット・マージャンセット等 

相談及び援助 入所者とその家族からのご相談に応じます。 

 

イ 費用 

介護保険の適用がある場合、原則として料金表の利用料金が利用者の負担額と

なります。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付

が行われない場合があります。その場合、料金表の利用料金の１０倍の額をお支

払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。 

領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となります。 

 

 

【料金表】 

○施設サービス費（１日につき） 

【介護老人保健施設サービス費（Ⅰ） 基本型】 

 従来型個室 （ⅰ） 多床室 （ⅲ） 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

介護度１ ７５０円 １,４９９円 ２,２４８円 ８２９円  １,６５８円 ２,４８６円 

介護度２ ７９８円 １,５９５円 ２,３９２円 ８８１円  １,７６２円 ２,６４３円 

介護度３ ８６６円 １,７３１円 ２,５９６円 ９４９円  １,８９８円 ２,８４７円 

介護度４ ９２３円 １,８４６円 ２,７６９円 １,０５５円 ２,００９円 ３,０１３円 

介護度５ ９７４円 １,９４８円 ２,９２２円 １,０５８円 ２,１１５円 ３,１７３円 

 

【介護老人保健施設サービス費（Ⅰ） 在宅強化型】 

 従来型個室（ⅱ） 多床室 （ⅳ） 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

介護度１ ８２４円 １,６４７円 ２，４７１円 ９１１円 １,８２１円 ２,７３１円 

介護度２ ９０２円 １,８０４円 ２，７０６円 ９９０円 １,９８０円 ２,９６９円 

介護度３ ９７０円 １,９４０円 ２，９１０円 １,０６０円 ２,１２０円 ３,１７９円 

介護度４ １,０３０円 ２,０５９円 ３，０８０円 １,１２１円 ２,２４１円 ３,３６１円 

介護度５ １,０８７円 ２,１７４円 ３，２６１円 １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２７円 



【介護老人保健施設サービス費（Ⅳ） その他】 

 従来型個室（ⅰ） 多床室 （ⅱ） 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

介護度１ ７３５円 １,４７０円 ２,２０４円 ８１２円 １,６２４円 ２，４３６円 

介護度２ ７８２円 １,５６４円 ２,３４５円 ８６４円 １,７２７円 ２，５９０円 

介護度３ ８４９円 １,６９７円 ２,５４６円 ９２９円 １,８５８円 ２，７８７円 

介護度４ ９０４円 １,８０８円 ２,７１２円 ９８４円 １,９６７円 ２，９５０円 

介護度５ ９５４円 １,９０８円 ２,８６２円 １,０３４円 ２,０６７円 ３，１０１円 

 

○加算 

種   類 
利 用 料 

 １割 ２割 ３割 

・初期加算(Ⅰ) 
急性期医療を担う医療機関へ入院後３０日以内に退院

し、入所した場合。入所後３０日間に限って加算され

る。 

１日につき ６３円 １２６円 １８９円 

・初期加算(Ⅱ) 
入所後３０日間に限って加算される。 

１日につき ３２円 ６３円 ９４円 

・夜勤職員配置加算 
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満している

場合。 

１日につき ２５円 ５０円 ７５円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 
在宅復帰・在宅療養支援等指標の１０の評価項目について、

各項目に応じた値を足した値が４０以上の場合。 

１日につき ５４円 １０７円 １ ６ ０ 円 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 
在宅復帰・在宅療養支援等指標の１０の評価項目について、

各項目に応じた値を足した値が７０以上の場合。 

１日につき ５４円 １０７円 １ ６ ０ 円 

・入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 
入所期間が１月を超える利用者の入所予定日前 30 日以内又

は入所後７日以内に居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画策定と診療方針の決定を行った場合。 

１回を限度 ４７１円 ９４１円 １,４１１円 

・入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 
入所期間が１月を超える利用者の入所予定日前 30 日以内又

は入所後７日以内に居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画策定と診療方針の決定にあたり、生活機能の具体

的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計

画を策定した場合。 

１回を限度 ５０２円 １，００４円 １,５０５円 

・入退所前連携加算(Ⅰ) 
入所予定日前 30 日以内または入所後 30 日以内に、入所者が

退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所

者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定め

た場合。 

１回を限度 ６２７円 １，２５４円 １,８８１円 

・入退所前連携加算(Ⅱ) 
入所期間が１月を超える入所者が退所後、居宅サービスを利

用する前に、本人の同意を得て、入所者が希望する指定居宅

介護支援事業者に診療状況を示す文書や情報を提供し、連携

してサービス利用に関する調整を行った場合。 

１回を限度 ４１８円 ８３６円 １,２５４円 



・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 
入所してから３ヶ月間の集中リハビリテーションを行った場

合であって、かつ 1 月に 1 回以上 ADL 等の評価を行うととも

に、その評価等の情報を厚生労働省に提出した場合。（過去３

ヶ月の間に老健に入所していた者を除く） 

１回につき  

(入所から３ヶ月） 
２７０円 ５４０円 ８０９円 

・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 
入所してから３ヶ月間の集中リハビリテーションを行った場

合。（過去３ヶ月の間に老健に入所していた者を除く） 

１回につき  

(入所から３ヶ月） 
２０９円 ４１８円 ６２７円 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 
認知症であると医師が判断した入所者であって、生活機能の

改善が見込まれると判断された場合、退所後に生活する居宅

等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーショ

ン計画を作成した場合。 

１ 回 に つ き  

(入所から  

3 ヶ月、週に 

3 日を限度） 

２５１円 ５０２円 ７５３円 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 
認知症であると医師が判断した入所者であって、生活

機能の改善が見込まれると判断された場合。 

１ 回 に つ き  

(入所から  

3 ヶ月、週に 

3 日を限度） 

１２６円 ２５１円 ３７７円 

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加

算(Ⅰ) 
口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算

定、かつ、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情

報を関係職員間で一体的に共有し、継続的にリハビリテーシ

ョンの質を管理した上で、その内容等の情報を厚生労働省に

提出し、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した

場合。 

１月につき ５６円 １１１円 １６６円 

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加

算(Ⅱ) 
継続的にリハビリテーションの質を管理した上で、その内容

等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のため

に必要な情報を活用した場合。 

１月につき ３５円 ６９円 １０４円 

・自立支援促進加算 
医師が自立支援のために必要な医学的評価を行うとともに、

定期的な評価の見直しを行い、他職種が共同して自立支援に

係る支援計画を策定し、ケアを実施した場合であって、評価

の結果等を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のため

に情報を活用した場合。 

１月につき ３１４円 ６２７円 ９４１円 

・外泊時費用 
居宅における外泊を認めた場合。 

 

・外泊時に在宅サービスを利用した時の費用 
退所が見込まれる入所者を試行的に退所させ、介護老

人保健施設により提供される在宅サービスを利用した

場合。(外泊時費用を算定していない場合に限る) 

月６回限度 
(外泊の初日

及び最終日

は除く) 

３７９円 ７５７円 １，１３５円 

 

８３６

円 

１，６７２円 ２，５０８円 

・療養食加算 
医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 

１ 回 に つ き 

(１日につき 

３回を限度) 
７円 １３円 １９円 

・再入所時栄養連携加算 
入所者が医療機関に入院し、特別食が必要となった場合、施

設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後

の栄養管理に関する調整を行った場合。 

１回につき ４１８円 ８３６円 １,２５４円 

・退所時栄養情報連携加算 
医師が低栄養状態にあると判断した、または特別食を必要と

する入所者が退所する際に、退所先の医療機関等に対して栄

養管理に関する情報提供を行った場合。 

１回につき ７４円 １４７円 ２２０円 



・口腔衛生管理加算(Ⅰ) 
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し口腔ケア

を月２回以上行った場合であって、歯科衛生士が介護職員に

対し、具体的な技術助言及び指導を行った場合。 

１ 月 に つ き ９４円 １８８円 ２８２円 

・口腔衛生管理加算(Ⅱ) 
口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係

る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効

な実施のために必情報を活用した場合。 

１ 月 に つ き １１５円 ２３０円 ３４５円 

・在宅復帰支援機能加算 
家族との連絡調整を行い、居宅サービスに必要な情報

の提供、退所後の調整を行った場合。 

１日につき １１円 ２１円 ３２円 

・緊急時治療管理加算 
病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合にお

いて緊急的な治療管理としての、投薬・検査・注射・

処置等を行った場合。 

連続する

３日を限度 
５４２円 １，０８３円 １，６２４円 

・特定治療費 
入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等

のうち日常的に必要な医療行為として厚生労働大臣が

定めるものを行った場合。 

１回につき 診療報酬 点数表より算出 

・所定疾患施設療養費(Ⅰ) 
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全

の憎悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検

査、注射、処置等を行った場合。 

1日につき 
（連続する 

７日間を限度

とする） 

２５０円 ５００円 ７５０円 

・所定疾患施設療養費(Ⅱ) 
施設医師が感染症対策に関する研修を受講している場

合であって、上記の(Ⅰ)を行った場合。 

1日につき 
（連続する 

１０日間を限

度とする） 

５０２円 １ ,００４円 １,５０５円 

・若年性認知症入所者受入加算 
若年性認知症入所者に対して介護保険施設サービスを行った

場合。 

１日につき １２６円 ２５１円 ３７７円 

・認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 
認知症の行動・心理症状の予防及び早期対応等に資する研修

又は認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を中心にチ

ームを組み、個別に評価を定期的に実施し、ケアの振り返り

や計画の見直し等を行いながら、認知症の行動・心理症状の

予防等に資するチームケアを行った場合。 

１ 月 に つ き １５７円 ３１４円 ４７１円 

・認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 
認知症の行動・心理症状の予防等に資する研修を修了した者

を中心にチームを組み、個別に評価を定期的に実施し、ケア

の振り返りや計画の見直し等を行いながら、認知症の行動・

心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合。 

１ 月 に つ き １２６円 ２５１円 ３７７円 

・退所時情報提供加算(Ⅰ) 
入所期間が１ヶ月を超える入所者が退所し、居宅で療養を継

続する場合において、退所後の主治医に診療状況を文書化し

紹介や情報提供を行った場合。 

１回を限度 ５２３円 １，０４５円 １,５６８円 

・退所時情報提供加算(Ⅱ) 
医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対

して入所者を紹介する際に、診療状況の情報を提供した場合。 

１回を限度 ２６２円 ５２３円 ７８４円 

・協力医療機関連携加算 
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、入所者の情

報を共有する会議を定期的に開催した場合。 

(１) 協力医療機関の要件を満たしている場合 

(２) それ以外の場合 

１月につき １０５円 

６円 

２０９円 

１１円 

３１４円 

１６円 



・安全対策体制加算 
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部

門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されて

いる場合。 

１回を限度 ２１円 ４２円 ６３円 

・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 
利用者ごとの、ADL、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その

他の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出

し、適切かつ有効に必要な情報を活用している場合。 

１月につき ４３円 ８５円 １２７円 

・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)に加えて、疾病の状況や内服情

報を、厚生労働省に提出し、適切かつ有効に必要な情報を活

用している場合。 

１月につき ６４円 １２７円 １９０円 

・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 
協定締結医療機関や協力医療機関等と感染症発生時等の対応

を取り決めるとともに、連携し適切に対応している場合。 

１月につき １１円 ２１円 ３２円 

・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 
感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で

感染症が発生した場合の感染制御等の指導を受けている場

合。 

１月につき ６円 １１円 １６円 

・新興感染症等施設療養費 
入所者が感染症に感染した場合に、診療、入院調整等を行う

医療機関を確保し、かつ、感染した入所者に対し、適切な感

染対策を行った上で、介護サービスを行った場合。 

1日につき 
（連続する 

５日間を限度

とする） 

２５１円 ５０２円 ７５３円 

・生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の要件を満たし、業務改善の取

組による成果の確認、見守り機器等のテクノロジーの導入、

職員間の適切な役割分担の取組と行っている場合。 

１月につき １０５円 ２０９円 ３１４円 

・生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討し、必要な安全対策を講じた上で、

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っ

ている場合。 

１月につき １１円 ２１円 ３２円 

・ターミナルケア加算 
(１) 死亡日以前３１日以上４５日以下 

（２）死亡日以前４日以上３０日以下 

（３）死亡日の前日及び前々日 

（４）死亡日 

１日につき 

７６円

１６８円 

９５１円 

１ ,９８６円 

１５１円

３３５円 

１ ,９０２円 

３ ,９７１円 

２２６円

５０２円 

２ ,８ ５ ３ 円 

５ ,９ ５ ７ 円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
介護職員の総数のうち、介護福祉士が８０％以上、ま

たは勤続１０年以上の介護福祉士が３５％以上である

場合。 

１日につき ２３円 ４６円 ６９円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
介護職員の総数のうち、介護福祉士が６０％以上であ

る場合。 

１日につき １９円 ３８円 ５７円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 
介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上、ま

たは看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める

割合が７５％以上、または勤続７年以上が３０％以上

ある場合。 

１日につき ７円 １３円 １９円 



・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 

介護職員等の処遇を改善するために設けられ

た加算。 

 

・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 

 

・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

 

・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 

 

１月につき 

1ヶ月利用した総単位数の 

７.５％の単価 

 

1ヶ月利用した総単位数の 

７.１％の単価 

 

1ヶ月利用した総単位数の 

５.４％の単価 

 

1ヶ月利用した総単位数の 

４.４％の単価 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

種  類 内 容 利 用 料 

居住費 

（多床室） 

負
担
段
階 

第１段階 ０円 

第２段階 ４３０円 

第３段階 ４３０円 

第４段階 ５８０円 

居住費 

（従来型個室） 

負
担
段
階 

第１段階 ５５０円 

第２段階 ５５０円 

第３段階 １，３７０円 

第４段階 １，７２０円 

食   費 

（１日あたり） 

負
担
段
階 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階① ６５０円 

第３段階② １，３６０円 

第４段階 １，９５０円 

日常着類貸与 
選択いただき当施設が提供し

た場合 
１ 日 に つ き ３２０円 

（+税３２円） 

私物洗濯代 
選択いただき当施設が提供し

た場合 
１ 日 に つ き １８０円 

（+税１８円） 

日用品費 
日常生活上必要とするもの

で、選択いただき当施設が提

供した場合 

１ 日 に つ き ３６０円 
（+税３６円） 

教養娯楽費 
選択いただきましたレクリエーシ

ョン活動等の材料費等 
２００円/日 
（+税２０円） 

電気代 
電化製品を居室にお持ち込みにな

られた場合。（個室は除く） 

１品目 １００円/日 
（+税１０円） 

２品目以降１品増える

ごとに  +５０円/日 
（+税５円） 

理髪・美容 理美容サービスを利用した場合 
実費をご負担いただ

きます。 

レクリエーション行事 
主なレクリエーション行事 

・外食 ・その他 

参加されるか否かは任意です。 

実費をご負担いただ

きます。 



健康管理費 
 インフルエンザ等の予防接種を

希望された場合の費用 

実費をご負担いただ

きます。 

特別な居室 
Ａタイプ １日につき       １，７２０円 

（+税１７２円） 

Ｂタイプ １日につき       １，５２０円 
（+税１５２円） 

その他の費用 

 希望により診断書等の文書を発

行した場合 

 

 希望により死亡診断書を発行し

た場合 

７，０００円/通 

（+税７００円） 

 

３，０００円/通 

（+税３００円）  

立替金 
 希望により物品等を購入し、一時

的に支払の立替を行った場合 

実費をご負担いただ

きます。 

○ その他施設サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と

認められる費用は、利用者の負担となります。 

  

 ○各種加算料金につきましては、地域加算の計算方法により、金額に若干の差

が生じますので、ご了承ください。 

 

８ 利用料等のお支払方法 

  毎月１０日以降に前月分の請求書を郵送又は利用者及び扶養者に連絡いたし

ます。お支払いいただきますと領収証を発行いたします。 

  お支払い方法は、現金、銀行振込、口座自動引落しの３方法があります。入

所時にご相談ください。なお、銀行振込、口座自動引落しの手数料について

は、利用者にご負担をお願いいたします。 

 

９ 虐待防止 

  利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・

普及するための研修を実施する等の措置を講じます。 

①事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

②当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報します。 

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ

いて従業者に周知徹底を図ります。 

 

10 サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当施設お客様相談窓口 

窓口責任者 葛西 美佳 

ご利用時間 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電 話（０４９－２７８－７１１０） 

      面 接（当施設１階相談室） 

      ご意見箱（１階ホール） 



【手順】 

① 苦情受付 

・苦情受付担当者は苦情を随時受け付ける。 

・苦情受付担当者は苦情解決責任者である事業部長へ報告する。 

② 苦情受付に際し、次の事項を苦情報告書に記載し、その内容について苦情申

出人に報告する。 

    ・苦情内容 

    ・苦情申出人の希望等 

    ・介護保険課等への報告の要否 

・苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの介護保険課等の助 

言・立会いの要否 

③ 苦情解決に向けての話し合い 

    ・苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。 

④ 苦情解決結果の報告 

    ・苦情解決責任者は、苦情申立人に改善を約束した事項について苦情申

立人及び担当介護支援専門員に対して決定事項とその経過について報

告する。 

 

【上記以外の苦情受付機関】 

◎ふじみ野市役所 高齢福祉課 

埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-1 

電 話：０４９－２６２－９０３６ 

◎埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 

   埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1704番（国保会館４階） 

電 話：０４８－８２４－２５６８ 

 

11 緊急時の対応 

  配置の医師及び看護職員に常に利用者の健康状態に注意させ、必要に応じて

適切な診療・指導を行うよう誠意を持って指導します。 

利用者に病状の急変が生じた場合等により、自ら必要な医療を提供することが

困難であると認めたときは、他の医師の診察を求める等診療について適切な対応

を講じます。 

 

12 秘密保持の対策 

正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその後見人又は家族の

秘密を漏らしません。 

サービス担当者会議等において、利用者及びその後見人又は家族に関する個人

情報を用いる必要がある場合には、利用者及びその後見人又は家族に使用目的等

を説明し同意を得なければ、使用することはありません。 



介護保険サービスの質の向上のため、学会・研究会等で事例研究発表等をする

場合、利用者を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

本条に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。 

 

13 事故発生時の対応及び賠償責任 

施設サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに市町村及

び利用者の後見人及び家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

事故により利用者に損害が発生した場合は、速やかにその損害を賠償します。

ただし、当施設に故意又は過失がない場合はこの限りではありません。 

当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額するこ

とができます。 

【手順】 

  ①事故発見者は、利用者の安全を確認し看護師を呼ぶ。 

  ②看護師は、次の事項を確認する。 

   ・外傷の有無 

   ・痛みの有無 

   ・部位の確認 

   ・バイタルサインの測定 

   ・事故の状況観察 

  ③外傷・骨折等の疑いの無い場合は、安静にし、経過観察を行う。 

   相談員（必要に応じて看護師）よりご家族等に状況及び対応を報告する。 

  ④外傷・骨折等の疑いの有る場合は、施設長（医師）に報告する。 

   医師の指示を確認し実施する。 

 

⑤外来受診が必要な場合、施設車輌を手配（重症の場合は救急車）すると同

時に、受診先病院への連絡を行う。 

   相談員（必要に応じて看護師）よりご家族等に状況及び対応を報告する。 

 

14 業務継続に向けた取り組み  

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供 

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

 

 



15 非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「ふじみ野介護老人保健施設 ベテラン館消

防計画」にのっとり対応を行います。 

避難訓練及び 

防災設備 

 別途定める「ふじみ野介護老人保健施設 ベテラン館消

防計画」にのっとり年２回夜間及び昼間を想定した避難訓

練を、入所者の方も参加して行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 
防火扉・ 

シャッター 
あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 
ガス漏れ 

探知機 
あり 

誘導灯 あり 消火器 あり 

消火栓 あり 排煙設備 あり 

 カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用。 

消防計画等 

入間東部地区消防組合本部へ 

届出日：令和 ７年 ５月 ７日 

防火管理者：梅本 晃 

 

16 協力医療機関等 

医療機関 

病 院 名 

及び 

所 在 地 

医療法人 直心会 帯津三敬病院 

〒350-0025 埼玉県川越市大字大中居５４５番地 

電話番 号 ０４９－２３５－１９８１ 

診療科 

内科、外科、整形外科、消化器外科、循環器内科、 リ

ウマチ科、リハビリテーション科、泌尿器科、 乳腺外

科、脳神経外科、皮膚科、心療内科 

入院設 備 有り 

病 院 名 

及び 

所 在 地 

医療法人 新正会 間柴医院 

〒357-0024 埼玉県飯能市緑町３番地４ 

電話番 号 ０４２－９８３－１６６０ 

診療科 
内科、小児科、婦人科、消化器内科、呼吸器内科、循環

器内科、脳神経外科、皮膚科 

入院設 備 無し  

歯 科 

 

医療機関 

病 院 名 

及び 

所 在 地 

医療法人社団 高輪会           

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33 長田ビル 4F 

電話番号 ０３－５４４７－２８７１ 

 



17 施設の利用にあたっての留意事項 

①施設利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 

 面会時間 ８：３０～１７：３０ 

 正面受付に設置しております、面会簿に必要事項を

ご記入下さい。 

外出・外泊 
外出・外泊の際には、必ず行く先と帰宅日時を職員

に申し出てください。 

居室・設備・器具 

の利用 

 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご

利用ください。 

 これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁

償していただく場合があります。 

喫  煙  法令により、敷地内禁煙となっております。 

迷惑行為等 

 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮くだ

さい。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入ら

ないでください。 

所持金品の管理 

 高額・高価格の金品の持ち込みは原則お断りいたし

ます。その他の所持金品は、自己の責任で管理してく

ださい。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の入所者等に対する宗教活動及び政治

活動はご遠慮ください。 

動物飼育 
施設内へのペットの持ち込み及び飼育は原則お断

りします。 

外泊時等の施設外での受

診 

治療計画等に支障をきたす場合がありますので、必

ず事前に職員にご相談下さい。 

  

②施設利用にあたっての留意事項 

下記の場合は、施設の管理責任を負いかねることがありますのでご了承下さい。 

1.  精神障害（認知症等を含む）に起因すると思われる問題行動（異食、無断

外出等）により不測の事態となった場合。 

2.  環境変化により施設生活に順応できず、不測の事態となったと考えられる

場合。 

3.  自己管理されている飲食物（おやつ、面会者等からの差し入れ等）により、

不測の事態となったと考えられる場合。 

4． 病気や高齢からくる急変により、不測の事態となった場合。 

＊ 不測の事態とは、通常の業務をしているなかで、予測できない事態が起こ

り、適切な処置をしたにもかかわらず、生命及び心身に多大な影響を与えた

場合を言う。 



当事業者は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及

び重要事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日 

 

          事業者  住  所 埼玉県飯能市緑町３番地４ 

               事 業 者  医療法人 新正会 

               事 業 所 ふじみ野介護老人保健施設 ベテラン館 

           （事業所番号）  （ １１５３０８００５４ ） 

               代表者名 理 事 長  間柴 正二 印 

 

 

説明者   氏 名              印 

 

 

 

 

 

私は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設のサービス内容及び重要事

項の説明を受け同意しました。 

 

令和  年  月  日 

 

         利用者    住 所 

 

              氏 名               印 

 

    身元引受人（家族代表） 住 所 

 

 

氏 名               印 

 

利用者との続柄                


